
平成 30 年 4 月 25 日 

中国電力株式会社 

島根原子力発電所高経年化技術評価 補足説明資料の位置付けと質問事項について 

平成 30 年 3 月 19 日のヒアリング時に受領した質問事項を受けて，補足説明資料の作成を進め

ているが，改めて以下について確認したい。 

１．補足説明資料の位置付け 

 ・質問事項（運転延長審査基準，審査ガイド等の観点）に対する回答資料 

 ・高経年化技術評価書の内容を補足説明するための資料 

 ・ヒアリング・審査会合で使用する公開資料 

２．「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」等の 30 年目高経年化技術評価の

審査項目として明確な要求がない質問事項 

3.中性子照

射脆化 

1) 加圧熱衝撃評価 

・加圧熱衝撃評価を行わないとする理由の説明（評価書中「事故時に非常用炉

心冷却系が作動しても冷却水の注入に伴って圧力が低下するため、高圧のま

ま低温になることはない」との記述に対して、想定している事故時の温度、

圧力からの冷却に伴う圧力変化の具体的な説明） 

 2) 上部棚吸収エネルギー評価 

・監視試験片の中性子照射量に相当する運転経過年数を算出すること。算出に

当たっては当該年数が過大なものとならないよう、将来の設備利用率の値を

８０パーセント以上かつ将来の運転の計画を踏まえたより大きな値を設定

すること。 

5．2 相ステ

ンレス鋼の

熱時効 

（評価内容） 

・評価対象部位の選定の考え方、フェライト量、発生応力の算出根拠 

・亀裂進展力の算出式及び算出根拠、荷重条件の設定根拠、数値解析を行って

いる場合は計算過程とコードの妥当性確認結果等 

・亀裂進展抵抗の算出式及び算出根拠、材料の脆化度合い、フェライト量の算

出過程、重大事故の考慮等 

・亀裂安定性評価の算出過程及び結果の詳細 

9．耐震安全

性評価 

4) 制御棒挿入性評価 

・制御棒挿入性に対する健全性評価の考え方とその根拠 



３．先行 BWR の運転期間延長認可申請審査の質問事項から構成変更された質問事項 

6.電気・計

装品の絶縁

低下 

（評価内容）※事故時機能要求のある機器共通。代表機器以外についても同様。

・長期健全性試験の準拠規格（規格と手順、試験項目等が異なる場合は、その

妥当性の説明） 

・評価対象機器の使用条件の根拠の説明（通常運転時及び事故時） 

・試験条件の妥当性の説明（劣化処理及び事故模擬条件の妥当性に係る説明に

おいてアレニウス則を用いている場合、活性化エネルギー及びその根拠を含

む） 

・長期健全性試験の供試体と評価対象機器の同等性の説明（製造メーカ、仕様、

構造等の説明。特に、実機同等品で試験していない場合は詳細を説明） 

・評価結果を踏まえた、60 年間の健全性を維持するための保全策等 

４．添付資料 

(1) 実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド 平成 28 年 11 月 2日改正（抜粋） 

(2) 実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド 平成 29 年 9月 20 日改正（抜粋） 

(3) 実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準 平成 28年 4月改正（抜粋） 

以 上 



添付資料（１）

（抜粋）
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添付資料（２）

（抜粋）



5.2相ステンレス鋼の熱時効



添付資料（３）

（抜粋）
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5.2相ステンレス鋼の熱時効



4 

9.耐震安全性評価


